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平成 29年 10月 11 日 

各 位 

会 社 名 株式会社トランスジェニック 
代表者名 代表取締役社長 福永  健司 

（コード番号 2342 東証マザーズ） 
問合せ先 取 締 役 船 橋  泰 

（電話番号 03-6551-2601） 
 

行使価額修正条項付き第５回新株予約権（第三者割当て）の発行及び 

コミットメント条項付き第三者割当て契約に関するお知らせ 
 

当社は、平成 29 年 10 月 11 日付の取締役会決議において、第５回新株予約権（第三者割当て）（以

下「本新株予約権」といいます。）を発行すること、及び金融商品取引法による届出の効力発生後に、

下記の内容を含むコミットメント条項付き第三者割当て契約を締結することを決議いたしましたので、

お知らせいたします。なお、本日公表しております「第４回新株予約権の取得及び消却に関するお知

らせ」に記載のとおり、平成 27 年 12月 17日に発行いたしました株式会社トランスジェニック第４回

新株予約権につきましては、残存する新株予約権の全部を平成 29 年 11月 10日付で取得及び消却する

ことを決議しております。 

 

１．募集の概要 

 

（１） 割 当 日 平成 29年 10月 27 日 

（２） 発行新株予約権数 3,500 個 

（３） 発 行 価 額 新株予約権１個当たり 4,987 円（総額 17,454,500 円） 

（４） 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

潜在株式数：3,500,000株 

上限行使価額はありません。 

下限行使価額は 444円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数

は 3,500,000株です。 

（５） 資金調達の額 2,225,754,500 円（差引手取概算額） 

（６） 
行 使 価 額 及 び 

行使価額の修正条件 

当初行使価額 633 円 

行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の

当社普通株式の終値の 90％に相当する金額に修正されますが、その

価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使

価額とします。 

（７） 募集又は割当方法 第三者割当ての方法による 

（８） 割 当 予 定 先 メリルリンチ日本証券株式会社 

（９） そ の 他 

当社は、メリルリンチ日本証券株式会社（以下「メリルリンチ日本証

券」といいます。）との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発

生後に、コミットメント条項付き第三者割当て契約を締結する予定で

す。当該第三者割当て契約において、以下の内容が定められています。

詳細は、「３．資金調達方法の概要及び選択理由 （１）資金調達方

法の概要」に記載しております。 

・ 当社による本新株予約権の行使の指定 

・ 当社による本新株予約権の行使の停止 

・ メリルリンチ日本証券による本新株予約権の取得に係る請求 

なお、当該契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の

承認が必要である旨が定められており、また、譲渡された場合でも、

上記のメリルリンチ日本証券の権利義務は、譲受人に引き継がれる旨
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が規定されております。 

（注）調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新

株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約

権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、

調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場

合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。 

 

２．募集の目的及び理由 

 

当社は、下記「【資金調達の目的】」に記載の資金調達を行うために、様々な資金調達方法を検討い

たしましたが、下記「３．資金調達方法の概要及び選択理由 (２)資金調達方法の選択理由 【他の

資金調達方法との比較】」に記載のとおり、公募増資や MSCB 等の各種資金調達方法には各々メリット

及びデメリットがある中で、メリルリンチ日本証券より提案を受けた下記「３．資金調達方法の概要

及び選択理由 (１)資金調達方法の概要」に記載のスキーム（以下「本スキーム」といいます。）は、

下記「３．資金調達方法の概要及び選択理由 (２)資金調達方法の選択理由 【本スキームの特徴】」

に記載のメリットがあることから、下記「３．資金調達方法の概要及び選択理由 (２)資金調達方法

の選択理由 【本スキームのデメリット】」に記載のデメリットに鑑みても、本スキームによる資金調

達方法が当社の資金調達ニーズに最も合致していると判断いたしました。そのため、本新株予約権（行

使価額修正条項付新株予約権）の発行により資金調達を行おうとするものであります。 

 

【資金調達の目的】 

当社グループは創業以来、創薬支援企業として創薬の研究開発の各ステージに有用なツール及び

サービスを提供してまいりました。当社グループは、現在「中期経営 Vision2020」において、ジェ

ノミクス事業、CRO事業、先端医療事業、病理診断事業、全ての事業において売上目標を達成すべく

積極的な収益拡大に向けた施策を推進するとともに、固定費の効率化など経営管理の徹底により利

益幅の拡大を目指しております。 

しかしながら、当社グループを取巻く事業環境は、アカデミア及び製薬企業等の研究開発予算縮

小傾向が継続するという厳しい状況であると同時に、当社が属するバイオ業界は、研究開発・技術

導入の実行により優位性・特異性の高い製品・サービスで市場開拓を目指すものの、その成果獲得

まで多額の先行投資及び時間を要するという特徴を有しております。そのため、当社グループは、

平成 22年より創薬トータル支援プラットフォームを構築すべく積極的に他社・他事業の M&A実行を

推進し、これら事業体の再生を通じ、収益基盤の飛躍的拡大、黒字体質の実現とともに持続的成長

を実現してまいりました。当社グループは今後も特異性・優位性の高いサービスを展開している事

業・企業を対象とする M&Aを重要な経営戦略として位置付け推進いたします。具体的には、M&A の対

象として、当社グループの創薬支援プラットフォームを構成しているタンパク質関連事業、及び CRO

事業に関して、対象となる事業・企業は限定されておりますが、その強化を可能とする複数の企業、

事業体を検討しております。 

一方で、我が国においては、事業承継問題・国内市場縮小等を背景に業種・業界を問わず M&A 市

場が活発な状況を示しており、その関連・支援事業領域は拡大傾向を維持しております。当社グル

ープは、これらを踏まえ、既存事業の収益基盤に加えて、これまで蓄積された M&A 及び再生のノウ

ハウを活かし、幅広い分野での事業承継並びに再生分野及び M&A 等に係る助言・支援サービスを展

開し、収益基盤及び収益力の更なる強化・向上を目指すことといたしました。 

当社グループは、これまで業績拡大により安定的な営業キャッシュ・フローを創出してまいりま

したが、これらを実現し、更なる持続的成長を遂げるとともに、高い成長性を維持するためには、

事業規模の拡大に応じて、今まで以上の M&A 資金が必要となることが予想されます。また、優良な

M&A案件に機動的に対応しつつ、健全な財務体質を維持するために、一定額の手元資金を常に確保し

ておくことが必要であると考えております。このため、本新株予約権の発行により、第４回新株予

約権の発行（詳細は下記「11. 最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 （５）最

近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況」の記載をご参照ください。）による資金調達規模を大

きく上回る規模による資金調達が必要であると判断いたしました。 

資金使途の詳細につきましては、「４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期」に記載してお

ります。 
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３．資金調達方法の概要及び選択理由 

 

（１）資金調達方法の概要 

今回の資金調達は、当社がメリルリンチ日本証券に対し、行使可能期間を２年間とする行使価額修

正条項付き新株予約権（行使価額修正条項の内容は、別添の発行要項第 10 項に記載されています。）

を第三者割当ての方法によって割り当て、メリルリンチ日本証券による本新株予約権の行使に伴って

当社の資本が増加する仕組みとなっています。 

当社は、メリルリンチ日本証券との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、下記の内

容を含むコミットメント条項付き第三者割当て契約を締結いたします。 

 

【本新株予約権の行使の指定】 

コミットメント条項付き第三者割当て契約は、あらかじめ一定数の行使価額修正条項付き新株予

約権（行使価額修正条項の内容は、別添の発行要項第 10 項に記載されています。）をメリルリンチ

日本証券に付与した上で、今後資金需要が発生した際に、当社が、一定の条件に従って本新株予約

権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定（以下「行使指定」といいます。）できる

仕組みとなっており、メリルリンチ日本証券は、かかる指定を受けた場合、指定された数の本新株

予約権を、20 取引日の期間中に、当社普通株式の終値が下限行使価額の 120％に相当する金額を下

回った場合や当社から本新株予約権の取得に関する通知を受け取った場合には指定された数の本新

株予約権を行使しないことができる等、一定の条件及び制限のもとで、行使することをコミットし

ます。当社は、この仕組みを活用することにより、資金需要に応じた機動的な資金調達を行うこと

ができます。 

但し、当社が一度に指定できる本新株予約権の数には一定の限度があり、本新株予約権の行使に

より交付されることとなる当社普通株式の数が、指定の前日までの１ヶ月間又は３ヶ月間における

当社普通株式の１日当たり平均出来高数のいずれか少ない方の３日分を超えないように指定する必

要があります。複数回の指定を行う場合には 20取引日以上の間隔を空けなければならず、また、当

社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額の 120％に相当する金額を下回る場合、未公表のイ

ンサイダー情報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事態が発生した

場合等一定の場合には当社はかかる指定を行うことはできません。なお、当社は、上記の指定を行

った場合、その都度、東京証券取引所を通じて適時開示を行います。 

 

【本新株予約権の行使の停止】 

当社は、その裁量により、本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を

指定（以下「停止指定」といいます。）することができます。停止指定の期間は当社の裁量により決

定することができ、また、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取り消すことができます。但し、

上記の本新株予約権を行使すべき旨の指定を受けてメリルリンチ日本証券がコミットしている本新

株予約権の行使を妨げることとなるような停止指定を行うことはできません。 

 

【本新株予約権の取得に係る請求】 

メリルリンチ日本証券は、平成 29年 10月 30 日から平成 31年９月 30日の間のいずれかの取引日

における当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合に当該取引日の翌取引

日に当社に対して通知することにより、又は平成 31 年 10 月１日以降平成 31 年 10 月７日までに当

社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされ

た場合、当社は、本新株予約権の発行要項第 14 項第(1)号に従い、当該時点で残存する新株予約権

の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、原則として 15取引日以内に本新株予約権を取得しま

す。 

 

【本新株予約権の譲渡】 

コミットメント条項付き第三者割当て契約に基づいて、本新株予約権の譲渡には当社取締役会の

承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、当社が割当予定先に対して本新株

予約権の行使指定、停止指定及びその取消しを行う権利、並びに割当予定先が当社に対して本新株

予約権の取得を請求する権利は、譲受人に引き継がれます。 

 

（２）資金調達方法の選択理由 

上記の資金調達方法は、当社が新株予約権の行使の数量及び時期を相当程度コントロールすること

ができるという特徴をもっています。すなわち、当社に資金需要が発生し、本新株予約権の行使を希



 

4 

 

望する場合には、一定の期間内に行使すべき本新株予約権の数を指定することができ、一方で、株価

動向等を勘案して当社が本新株予約権の行使を希望しない場合には、本新株予約権を行使することが

できない期間を指定することもできる手法（エクイティ・コミットメントライン）です。そのため、

資金需要に応じた柔軟な資金調達が可能になるとともに、株価に対する一時的な影響が小さいものと

考えられます。 

当社は、下記「11. 最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 （５）最近３年間の

エクイティ・ファイナンスの状況」に記載のとおり、第４回新株予約権として行使価額固定型の新株

予約権を発行いたしましたが、本日公表しております「第４回新株予約権の取得及び消却に関するお

知らせ」に記載のとおり、下記【他の資金調達方法との比較】⑤記載のリスクが顕在化し、当初企図

していた金額規模による資金調達を実現することができませんでした。当社は、かかる点も踏まえ、

今回の資金調達に際し、多様な資金調達手段を検討し、以下のような点を総合的に勘案した結果、本

スキームによる資金調達は、資金調達額や時期をある程度コントロールすることができ、一時に大幅

な株式価値の希薄化が生じることを抑制することが可能であり、既存株主の利益に配慮しながら当社

の資金ニーズに対応しうる、現時点における最良の選択であると判断しました。 

 

【本スキームの特徴】 

① 当社の資金需要や株価動向を総合的に判断した上で、柔軟な資金調達が可能であること。 

②  本新株予約権の目的である当社普通株式数は 3,500,000 株で一定であるため、株価動向によ

らず、最大増加株式数は限定されていること（平成 29 年９月 30 日の総議決権数 146,175 個

（発行済株式数 14,624,941 株）に対する最大希薄化率は、23.94％）。 

③ 当社普通株式の終値が下限行使価額の 120％に相当する金額を下回る場合、割当予定先に対し

て本新株予約権の行使を指定することはできず、また、当社普通株式の終値が下限行使価額

を下回る場合、割当予定先が本新株予約権の取得を請求する権利を有することになるという

デメリットはあるが、本新株予約権の行使価額には上限が設定されていないため、株価上昇

時には調達金額が増大するというメリットを当社が享受できること。 

④ 当社の判断により、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことで、本新株予約権の

全部又は一部を取得することができること。 

⑤ メリルリンチ日本証券は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を長期間保有す

る意思を有しておらず、また、当社の経営に関与する意図を有していないこと。 

⑥ メリルリンチ日本証券は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式に関連して株券

貸借に関する契約を締結する予定はないこと。 

⑦ メリルリンチ日本証券に本スキームと同様のスキームに関して十分な実績があると認められ

ること。 

 

【本スキームのデメリット】 

① 市場環境に応じて、行使完了までには一定の期間が必要となること。 

② 株価が下落した場合、実際の調達額が当初の予定額を下回る可能性があること。 

③ 株価が下限行使価額を下回って推移した場合、調達ができない可能性があること。 

 

【他の資金調達方法との比較】 

① 公募増資による新株の発行は、資金調達が一時に可能となりますが、同時に１株当たり利益

の希薄化をも一時に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられること。 

② 株価に連動して転換価額が修正される転換社債型新株予約権付社債（いわゆる「MSCB」）につ

いては、その発行条件及び行使条件等は多様化しているものの、一般的には、転換により交

付される株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了まで転換により交付

される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられること。 

③ 他の行使価額修正型の新株予約権については、行使の制限や制限の解除のみが可能なスキー

ムがありますが、本スキームでは、これらに加えて、一定期間内に行使すべき新株予約権の

数を指定することも可能であり、より機動的な資金調達を図りやすいと考えられること。ま

た、行使価額が修正されない新株予約権については、株価上昇時にその上昇メリットを当社

が享受できず、一方で株価下落時には行使が進まず資金調達が困難となること。 

④ 第三者割当てによる新株の発行は、資金調達が一時に可能となりますが、同時に１株当たり

利益の希薄化をも一時に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられる

こと、及び現時点では新株の適当な割当先が存在しないこと。 

⑤ 行使価額固定型の新株予約権は、株価が行使価額を下回った場合には行使が進まないため、
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資金調達に伴う株価下落リスクは行使価額修正型に比して限定的と考えられる一方で、資金

調達そのものが進まないリスクもあること。 

⑥ 借入れによる資金調達は、調達金額が負債となるため、財務健全性の低下が見込まれること。 

 

４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

 

・本新株予約権に係る調達資金 2,232,954千円 

本新株予約権の払込金額の総額 17,454千円 

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 2,215,500千円 

・発行諸費用（弁護士費用、価格算定費用、司法書士費用、信託銀行費用等） 

 7,200 千円 

・差引手取概算額 2,225,754千円 

 

（注）上記差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差

し引いた金額です。本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使

価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。なお、本新株予約

権の行使価額が修正又は調整された場合には、上記金額は増加又は減少します。また、本新株

予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合

には、上記金額は減少します。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

将来のM&A・資本業務提携 2,225 
平成 29年 12月 

～平成 31年 12 月 

 

当社は、上記表中に記載のとおり資金を充当することを予定しておりますが、資金使途についての

詳細は以下のとおりです。 

 

当社では、通常の営業活動によるシェア拡大に加え、近年では関連事業の経営資源獲得のために、

M&Aを積極的に推進してまいりました。今後も、当社の既存事業のシナジー効果が大いに期待できる分

野をターゲットとして考えております。具体的には、ジェノミクス事業においては、遺伝子改変マウ

ス事業、抗体作製受託及びバイオマーカーの開発等を展開しておりますが、これらの事業・技術とシ

ナジーが見込める企業との資本提携を推進するとともに、CRO事業の非臨床・臨床試験受託においては、

大型動物試験に特化した企業、食品関連の各種試験に強い企業の M&A を積極的に推進する方針です。 

また、これらに加えて、新たな収益源の獲得や収益基盤の構築を目的として、M&A の対象とする業種

又はエリアを限定せず、技術力、特異性等を背景に市場占有率が高く、有用な経営資源を有しながら

事業承継問題、財務体質改善等の重要な経営課題に直面している事業体・企業の M&Aに積極的に取り

組んでいきたいと考えております。 

そして、これらの M&A の実施に際しては、事業規模拡大に応じて、高い成長性を維持するために、

今まで以上の M&A資金が必要になることが想定されます。一方で、M&A案件の発生時期及び必要資金を

あらかじめ予測することは困難と考えられます。この点、本スキームによれば、当社の資金需要に応

じて行使の数量及び時期を相当程度柔軟に調整することが可能であるため、本スキームは、一定の資

金投入を要する優良な M&A案件を認識した場合に、健全な財務体質を維持しつつ機動的に対応する上

で最適であると考えております。 

なお、現時点において具体的に計画されている M&Aや資本業務提携はありませんが、今後案件が具

体的に決定された場合には、その都度、速やかに開示を行います。 

(注)１．差引手取概算額については、上記のとおり支出する予定であり、支出時期までの資金管

理については、当社の銀行預金等での安定的な金融資産で運用保管する予定でおります。 

２．上記資金使途は、平成 31年 12月までの資金使途を記載したものであり、一件の M&A 案

件に調達資金の全額を充当する予定はなく、支出予定時期において想定される複数の

M&A案件に充当する予定であります。なお、資金調達額や調達時期は本新株予約権の行
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使状況により影響を受けることから、 調達額が予定に満たない場合には、当該時点で未

充当の資金使途には充当できなくなる可能性があります。その場合には、財務健全性の

維持に配慮しつつ自己資金及び銀行借入等の他の資金調達により上記資金使途への充当、

あるいは、M&A案件の見直しを行う予定です。 一方、調達額が予定より増額となった場

合には、新規の M&A案件に充当する予定であります。 

 また、割当予定先との間で締結するコミットメント条項付き第三者割当て契約には、当

社による行使指定条項が定められておりますが、株価等によっては、当社が割当予定先

に行使指定を行っても、十分な資金を調達できない場合もあります。したがいまして、

市場における当社株価の動向等によっては本新株予約権の全部又は一部が行使されない

可能性を含んでおります。このように本新株予約権によって十分な資金を調達すること

ができなかった場合には、財務健全性の維持に配慮しつつ銀行借入等の別途の手段によ

る資金調達の実施、あるいは、M&A 案件の見直しを行う可能性があります。なお、資金使

途の変更や別途の資金調達の実施を行った場合、その都度、速やかに開示を行います。 

 

５．資金使途の合理性に関する考え方 

 

上記「２．募集の目的及び理由」に記載のとおり、今回調達する資金は今後の当社収益の向上に寄

与するもので、かかる資金使途は合理的なものであると考えております。当社は、現経営体制となっ

た平成 21 年６月以降、平成 29 年３月末までに株式市場から 1,895 百万円の資金調達を実行し、調達

した資金を新規事業投資、M&A 資金に充当いたしました。この結果、平成 29年３月期までの８期間で、

連結売上高につき 1,978 百万円の増加（平成 21 年３月期比 608.9％増加）、連結営業利益につき 778

百万円の増加（平成 21年３月期は 624百万円の連結営業赤字）をそれぞれ実現いたしました。今回の

調達した資金も、これまでと同様に、M&Aを通じた事業基盤の更なる強化及び拡大に充当する方針であ

り、連結売上高及び連結営業利益の拡大スピードを加速することを目的としております。したがって、

今回の資金調達は、中長期的な企業価値の向上により既存株主の皆様の利益にも資するものと考えて

おります。 

 

６．発行条件等の合理性 

 

（１）発行条件が合理的であると判断した根拠 

 当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先であるメリルリンチ日本証券との間で締結する予

定のコミットメント条項付き第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の

評価を第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計（代表者：黒崎 知岳、住所：東京都港区元赤坂１

-１-８）（以下「赤坂国際会計」といいます。）に依頼しました。当該算定機関は、本新株予約権の発

行要項及び割当予定先であるメリルリンチ日本証券との間で締結する予定のコミットメント条項付き

第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミ

ュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社株式の流動性、当社の資金調達需要、割当

先の株式処分コスト、割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等を考慮した一定の

前提（当社の株価（633 円）、当社株式のボラティリティ（40.1％）、配当利回り（０％）、無リスク利

子率（▲0.1％）、当社が継続的に行使指定を行うこと、当社からの通知による取得が行われないこと、

割当予定先は当社からの行使指定に応じて市場出来高の一定割合の範囲内で速やかに権利行使及び売

却を実施すること、割当予定先が本新株予約権を行使する際に当社がその時点で公募増資等を実施し

たならば負担するであろうコストと同水準の割当予定先に対するコストが発生すること、等を含みま

す。）を置き本新株予約権の評価を実施しました。 

当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額レンジ（4,930 円～4,987円）を参考と

して、割当予定先との協議を経て、本新株予約権１個の払込金額を金 4,987 円としました。 

また、本新株予約権の当初行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の直前取引日（平成 29年 10

月 10 日）の当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額としており、その後の行使価額も、本新株

予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の 90％に相当する金

額に修正されるものの、その価額は下限行使価額である 444円を下回ることはありません。そのため、

本新株予約権の行使価額は、下記「11．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 （４）

最近の株価の状況 ②最近６か月間の状況」及び「③発行決議日前日における株価」に記載の最近６ヶ

月間及び発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはなく、かかる行使価

額に照らしても、本新株予約権の払込金額は適正な価額であると考えております。 
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当社監査役全員も、赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく、当社経営陣から一定程度独立して

いると認められること、赤坂国際会計は割当予定先から独立した立場で評価を行っていること、赤坂

国際会計による本新株予約権の価格の評価については、その算定過程及び前提条件等に関して赤坂国

際会計から説明又は提出を受けたデータ・資料に照らし、当該評価は合理的なものであると判断でき

ることに加え、本新株予約権の払込金額は赤坂国際会計によって算出された評価額の上限額と同額と

していることから、割当予定先に特に有利でないと判断しております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

今回の資金調達により、平成 29 年９月 30 日現在の総議決権数 146,175 個（発行済株式総数

14,624,941 株）に対して最大 23.94％の希薄化が生じます。しかしながら、当該資金調達により、上

記「２．募集の目的及び理由」及び「５．資金使途の合理性に関する考え方」に記載のとおり、調達

額及び希薄化に応じた形で今後短期間に売上高及び利益の拡大を図り、企業価値の増大を目指してい

くこととしており、今回の資金調達はそれに伴う希薄化を考慮しても既存株主の株式価値向上に寄与

するものと考えられ、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると当社は判断しました。 

なお、①本新株予約権の目的である当社普通株式数の合計 3,500,000 株に対し、当社普通株式の過

去６ヶ月間における１日当たり平均出来高は 542,265 株であり、一定の流動性を有していること、②

本新株予約権は当社の資金需要に応じて行使をコントロール可能であり、かつ③当社の判断により新

株予約権を取得することも可能であることから、本新株予約権の発行は、市場に過度の影響を与える

規模ではなく、希薄化の規模も合理的であると判断しました。 

 



 

8 

 

７．割当予定先の選定理由等 

 

（１）割当予定先の概要 

（１） 名 称 メリルリンチ日本証券株式会社 

（２） 所 在 地 東京都中央区日本橋１-４-１ 日本橋一丁目三井ビルディング 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 瀬口 二郎 

（４） 事 業 内 容 金融商品取引業 

（５） 資 本 金 119,440百万円 

（６） 設 立 年 月 日 平成 10年２月 26日 

（７） 発 行 済 株 式 数 2,388,801株 

（８） 決 算 期 12月 31日（＊） 

（９） 従 業 員 数 718名 

（10） 主 要 取 引 先 機関投資家、政府機関、内外の事業法人・金融法人 

（11） 主 要 取 引 銀 行 
三井住友銀行、三菱東京 UFJ 銀行、みずほ銀行、 

バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店 

（12） 大株主及び持株比率 メリルリンチ・インターナショナル・インコーポレーテッド 100％ 

（13） 当事会社間の関係  

 

 
資 本 関 係 該当事項はありません。 

 

 
人 的 関 係 該当事項はありません。 

 

 
取 引 関 係 該当事項はありません。 

 

 

関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 
該当事項はありません。 

（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円）（＊） 

決算期 平成 27年３月期 平成 27年 12月期 平成 28年 12月期 

 営 業 収 益 53,590 39,348 49,983 

 営 業 利 益 △803 △703 437 

 経 常 利 益 △969 △1,431 443 

 当 期 純 利 益 △6,946 △2,025 2,742 

 純 資 産 167,122 165,096 162,353 

 総 資 産 6,163,319 7,298,716 3,160,794 

 １株当たり当期純利益（円） △2,908 △848 1,148 

 １株当たり配当金（円） - - - 

 １株当たり純資産（円） 69,961 69,112 67,964 

（＊）メリルリンチ日本証券は親会社との決算期の統一を行い、経営及び事業運営の効率化を図ることを目的と

して、平成 27年 12月期から決算日を従来の毎年３月 31日から毎年 12月 31日に変更しております。この

変更に伴い、平成 27 年 12 月期に係る会計年度の期間は、平成 27 年４月１日から平成 27 年 12 月 31 日ま

での９ヶ月間となっております。 

（注）当社は、メリルリンチ日本証券が反社会的勢力でない旨のチェックを行い、反社会的勢力に該

当しないことを確認いたしました。なお、メリルリンチ日本証券は、東京証券取引所の取引参加

者であるため、東京証券取引所に対しては反社会的勢力に該当しないことに関する確認書の提出

はしていません。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社としては様々な資金調達先を検討してまいりましたが、メリルリンチ日本証券より提案を受け

た本スキームによる資金調達方法が、株価に対する一時的な影響を抑制しつつ、株価動向及び資金需

要動向に応じた機動的な新株発行による資金調達を達成したいという当社のファイナンスニーズに最

も合致していると判断しました。 

当社は、メリルリンチ日本証券以外に他の国内外の金融機関からも資金調達の方法の説明や提案を

受け、公募増資、MSCB、借入れ等の各種資金調達方法を検討いたしました。公募増資につきましては、
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資金調達が一時に可能となりますが、同時に１株当たり利益の希薄化をも一時に引き起こすため、株

価に対する直接的な影響が大きいと考えられること、MSCB につきましては、一般的には、転換により

交付される株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了まで転換により交付される

株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられること、さらに借入れに

つきましては、調達金額が負債となるため、財務健全性の低下が見込まれること等、当社のニーズに

合致するものではありませんでした。 

また、当社は、メリルリンチ日本証券以外に他の国内外の金融機関からも本スキームに類似した資

金調達方法の提案も受けました。その中で、メリルリンチ日本証券から提案を受け、本新株予約権の

行使により取得する当社株式の売却方法として、メリルリンチ日本証券が有するトレーディング機能

等を活用して、株価に対する影響に配慮しつつ執行することを想定していることや、「１．募集の概要」

及び「３．資金調達方法の概要及び選択理由 （２）資金調達方法の選択理由 【本スキームの特徴】」

に記載した商品性やメリルリンチ日本証券の過去の実績等を総合的に勘案して、メリルリンチ日本証

券を割当予定先として選定いたしました。 

（注）本新株予約権に係る割当ては、日本証券業協会会員であるメリルリンチ日本証券により買い受

けられるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」（自

主規制規則）の適用を受けて募集が行われるものです。 

 

（３）割当予定先の保有方針及び行使制限措置 

本新株予約権について、当社とメリルリンチ日本証券との間で、継続保有及び預託に関する取り決

めはありません。また、コミットメント条項付き第三者割当て契約書において、本新株予約権の譲渡

の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められています。 

メリルリンチ日本証券は、本新株予約権の行使により取得する当社株式を長期間保有する意思を有

しておらず、取得した当社株式については速やかに売却する予定である旨の報告を受けております。 

また、当社は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第１項及び同施行規則

第 436 条第１項から第５項までの定めに基づき、メリルリンチ日本証券と締結するコミットメント条

項付き第三者割当て契約において、原則として、単一暦月中に MSCB等（同規則に定める意味を有しま

す。以下同じ。）の買受人の行使により取得される株式数が、MSCB 等の払込日時点における上場株式数

の 10％を超える場合には、当該 10％を超える部分に係る転換又は行使を制限するよう措置（メリルリ

ンチ日本証券が本新株予約権を第三者に売却する場合及びその後本新株予約権がさらに転売された場

合であっても、当社が、転売先となる者との間で、当該 10％を超える部分に係る転換又は行使を制限

する内容を約する旨定めることを含みます。）を講じる予定です。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

割当予定先からは、本新株予約権の払込金額（発行価額）の総額の払込み及び本新株予約権の行使

に要する資金は確保されている旨の報告を受けており、割当予定先の完全親会社であるバンク・オブ・

アメリカ・コーポレーションの平成 29 年９月 22 日提出の半期報告書及び割当予定先の平成 28 年 12

月期の事業概要（金融商品取引法第 46 条の４に基づく説明書類）に含まれる貸借対照表から、割当予

定先及びその完全親会社における十分な現金・預金の存在を確認したことから、当社としてかかる払

込み及び行使に支障はないと判断しております。また、本日現在においても、割当先からは、本新株

予約権の払込金額（発行価額）の総額の払込み及び本新株予約権の行使に足りる十分な現金・預金を

保有している旨の報告を受けております。 

 

（５）株券貸借に関する契約 

当社並びに当社の役員、役員関係者及び大株主は、本新株予約権の割当予定先であるメリルリンチ

日本証券との間において、本新株予約権の行使により取得する当社株式に係る株券貸借契約を締結す

る予定はありません。 

 

８．募集後の大株主及び持株比率 

 

募集前（平成 29年９月 30日現在） 

氏名 持株数 持株比率 

株式会社ＳＢＩ証券 413,700 2.83 

松井証券株式会社 275,300 1.88 

株式会社ムトウ 160,200 1.10 
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マイルストーン キャピタル マネジメント株式会社 153,059 1.05 

大和証券株式会社 147,900 1.01 

原田 育生 119,100 0.81 

ＢＮＹ ＦＯＲ ＧＣＭ ＲＥ ＧＡＳＢＵ 106,800 0.73 

上永 智臣 105,600 0.72 

日本証券金融株式会社 91,100 0.62 

中村 英幸 72,200 0.49 

（注）１．本新株予約権の募集分については長期保有を約していないため、本新株予約権の募集に係

る潜在株式数を反映した「募集後の大株主及び持株比率」を表示していません。 

２．「持株比率」は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

 

９．今後の見通し 

 

今回の資金調達による平成 30 年３月期の当社の業績に与える影響は、軽微であります。 

 

10．企業行動規範上の手続き 

 

本新株予約権の発行規模は、「６．発行条件等の合理性（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合

理的であると判断した根拠」に記載のとおりであり、平成 29 年９月 30 日現在の総議決権数に対して

最大 23.94％の希薄化が生じます。このため、①希薄化率が 25％未満であること、②支配株主の異動

を伴うものでないこと（本新株予約権全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込

まれるものではないこと）から、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定め

る経営者から一定程度独立した者より当該割当ての必要性及び相当性に関する意見の入手並びに株主

の意思確認手続きは要しません。 

 

11．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

 

（１）最近３年間の業績（連結） （単位：千円) 

 平成 27年３月期 平成 28年３月期 平成 29年３月期 

売 上 高 1,958,554 2,290,287 2,302,908 

営 業 利 益 23,693 50,413 153,948 

経 常 利 益 9,396 18,959 88,272 

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 

当 期 純 利 益 
17,824 14,587 80,694 

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 1.29 1.05 5.63 

１ 株 当 た り 配 当 金 （ 円 ） - - - 

１ 株 当 た り 純 資 産 （ 円 ） 198.81 214.27 220.20 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 29年９月 30日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 14,624,941 株 100.0％ 

現時点の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
700,200 株 4.79％ 

下限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
－ － 

上限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
－ － 

（注）上記潜在株式数 700,200 株のうち、682,000 株（発行済株式数に対する比率：4.66％）は第４回

新株予約権に関するものであり、残りは当社のストック・オプション制度に係る潜在株式数で

あります。当社は、第４回新株予約権の全部を、平成 29年 11月 10日付で取得及び消却する予

定でおりますので、同日後は、第４回新株予約権に係る潜在株式はなくなる予定であります。 
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（３）今回のエクイティ･ファイナンス後における発行済株式数及び潜在株式数の状況 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 14,624,941 株 100.0％ 

現時点の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
4,200,200 株 28.72％ 

下限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
4,200,200 株 28.72％ 

上限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
上限行使価額はありません。 上限行使価額はありません。 

（注）上記潜在株式数は、平成 29 年９月 30 日現在における潜在株式数に、本新株予約権に係る潜在

株式数を加えた数を記載しております。 

 

（４）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 平成 27年３月期 平成 28年３月期 平成 29年３月期 

始  値 411円 400円 799円 

高  値 546円 1,404 円 890円 

安  値 368円 398円 522円 

終  値 401円 802円 624円 

 

② 最近６か月間の状況 

 
平成 29年

５月 
６月 ７月 ８月 ９月 10 月 

始  値 600円 615円 792円 676円 641円 660円 

高  値 659円 918円 792円 681円 671円 669円 

安  値 593円 610円 673円 603円 585円 624円 

終  値 615円 791円 675円 638円 655円 633円 

 （注）平成 29年 10 月の株価については、平成 29年 10 月 10日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議日前取引日における株価 

 平成 29年 10月 10 日 

始  値 629円 

高  値 636円 

安  値 627円 

終  値 633円 

 

（５）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第三者割当による新株式 

払 込 期 日 平成27年12月17日 

調 達 資 金 の 額 80,031,000円 

発 行 価 額 １株につき 777円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
13,918,941株 

当 該 募 集 に よ る 

発 行 株 式 数 
103,000株 

募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
14,021,941株 

割 当 先 福永健司 

発 行 時 に お け る ライフサイエンス分野のM&A及び提携関連費 
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当 初 の 資 金 使 途 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成 27 年 12 月～平成 29 年 12 月 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
上記調達資金については、当初の資金使途に全額充当しております。 

 

・第三者割当による第３回転換社債型新株予約権付社債の発行 

払 込 期 日 平成27年12月17日 

調 達 資 金 の 額 200,000,000円 

転 換 価 額 １個当たり800円（固定） 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
13,918,941株 

割 当 先 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 

当 該 募 集 に よ る 

潜 在 株 式 数 
当初の転換価額（800円）における潜在株式数：250,000株 

現 時 点 に お け る 

転 換 状 況 

転換済株式数：250,000株 

（残高 0円、転換価額 800円（固定）） 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 
ライフサイエンス分野のM&A及び提携関連費 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成 27 年 12 月～平成 29 年 12 月 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
上記調達資金については、当初の資金使途に全額充当しております。 

 

・第三者割当による第４回新株予約権の発行 

割 当 日 平成27年12月17日 

発 行 新 株 予 約 権 数 10,000個 

発 行 価 額 新株予約権１個当たり1,100円（総額11,000,000円） 

発 行 時 に お け る 

調 達 予 定 資 金 の 額 

811,000,000 円（差引手取概算額: 801,000,000 円） 

（内訳）新株予約権発行による調達額： 11,000,000 円 

新株予約権行使による調達額：800,000,000 円 

発行諸費用の概算額：         10,000,000 円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
13,918,941株 

割 当 先 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 

当 該 募 集 に よ る 

潜 在 株 式 数 
当初の行使価額（800円）における潜在株式数：1,000,000株 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 

行使済株式数：318,000株 

（残新株予約権数 6,820個、行使価額 800円（固定）） 

現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 
257,898,000円 
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発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 
ライフサイエンス分野のM&A及び提携関連費 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成 27 年 12 月～平成 29 年 12 月 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
上記調達資金については、当初の資金使途に全額充当しております。 

 

 

以 上 



 

14 

 

（別紙） 

 

株式会社トランスジェニック第５回新株予約権（第三者割当て） 

発 行 要 項 
 

１．本新株予約権の名称 

 株式会社トランスジェニック第５回新株予約権（第三者割当て）（以下「本新株予約権」という｡） 

２．申 込 期 間 

 平成 29年 10 月 27日 

３．割 当 日 

 平成 29年 10 月 27日 

４．払 込 期 日 

 平成 29年 10 月 27日 

５．募 集 の 方 法 

 第三者割当ての方法により、全ての本新株予約権をメリルリンチ日本証券株式会社に割り当て

る。 

６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(１) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 3,500,000 株とする（本新

株予約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は 1,000 株とする｡）。

但し、下記第(２)号乃至第(４)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的

である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(２) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額（第９項第(２)号に定義する｡）の調整を行う場合に

は、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨

てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11項に定める調整

前行使価額及び調整後行使価額とする。 

調整後割当株式数 ＝ 
調 整 前 割 当 株 式 数  × 調 整 前 行 使 価 額  

調 整 後 行 使 価 額 

(３) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 11 項第(２)号、第(５)号及び第(６)

号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(４) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、

本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当

株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 11項第(２)号⑤に定

める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日

以降速やかにこれを行う。 

７．本新株予約権の総数 

 3,500個 

８．各本新株予約権の払込金額 

 金 4,987円（本新株予約権の目的である株式１株当たり 4.987円） 

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(１) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株

式数を乗じた額とする。 

(２) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価

額」という｡）は、当初 633 円とする。 

10．行使価額の修正 

第 16 項第(３)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）

の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合

には、その直前の終値）の 90％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正

日価額」という。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合

には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正

後の行使価額が 444 円（以下「下限行使価額」といい、第 11 項の規定を準用して調整される。）

を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。 
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11．行使価額の調整 

(１) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(２)号に掲げる各事由により当社の普通株式

数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価

額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

      新 発 行 ・ 

処 分 株 式 数 
× １株当たりの 

払 込 金 額 

調 整 後

行使価額 
＝ 調 整 前

行使価額 
× 

既発行株

式数 
＋ 

時 価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

(２) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期について

は、次に定めるところによる。 

① 下記第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又

は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但し、新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条

項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式

を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除

く｡） 

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、

無償割当ての場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 下記第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのあ

る取得請求権付株式又は下記第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付

与する場合（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権

を割り当てる場合を除く。） 

調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が

当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込

期日（新株予約権の場合は割当日)以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適

用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の

翌日以降これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む｡）の取得と引換えに下記第(４)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通

株式を交付する場合 

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株

主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかか

わらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合に

おいて、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新

株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 

 

株式数 

 

＝ 

調 整 前 

行使価額 
－ 

調 整 後 

行使価額 
× 

調 整 前 行 使 価 額 に よ り 

当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(３) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満

にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由

が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行

使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(４)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入

する。 
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② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ 45 取

引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均

値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで

算出し、小数第２位を四捨五入する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適

用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の

保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(２)号⑤の場合には、行使価額調

整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当

てられる当社の普通株式数を含まないものとする｡ 

(５) 上記第(２)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、

本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要と

するとき。 

② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の

調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価

額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(６) 上記第(２)号の規定にかかわらず、上記第(２)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用す

る日が第 10 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下

限行使価額の調整を行う。 

(７) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新

株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額

及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(２)号⑤に定める場合そ

の他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかに

これを行う。 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

平成 29年 10月 30 日から平成 31年 10月 29 日までとする。 

13．その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

14．本新株予約権の取得 

(１) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込

期日の翌日以降、会社法第 273条及び第 274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で

定める取得日に、本新株予約権１個当たり 4,987 円の価額で、本新株予約権者（当社を除く｡）

の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽

選その他の合理的な方法により行うものとする。 

(２) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転

（以下「組織再編行為」という。）につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為

の効力発生日前に、本新株予約権１個当たり 4,987円の価額で、本新株予約権者（当社を除く｡）

の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

(３) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは

整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃

止が決定した日から２週間後の日（休業日である場合には、その翌営業日とする。）に、本新株

予約権１個当たり 4,987円の価額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権

の全部を取得する。 

15．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条

の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果１

円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本

金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

16．本新株予約権の行使請求の方法 

(１) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に

第 19 項記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。 
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(２) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額の全額を現金にて第 20項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に

振り込むものとする。 

(３) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要

な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の

全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。 

17．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

18．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮し、

一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当

社株式の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置い

て評価した結果を参考に、本新株予約権１個の払込金額を金 4,987 円とした。さらに、本新株予

約権の行使に際して出資される財産の価額は第９項記載のとおりとし、行使価額は当初、平成 29

年 10 月 10日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に相当する金額とした。 

19．行使請求受付場所 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

20．払込取扱場所 

株式会社福岡銀行 本店営業部 

21．社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

 本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部に

ついて同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管

振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。 

22．振替機関の名称及び住所 

 株式会社証券保管振替機構 

 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

23．その他 

(１) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(２) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。 

 

以  上 

 


